
○統計法（平成19年法律第53号）（抄） 

 
（目的）  

第１条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であるこ
とにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ
効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与するこ
とを目的とする。 

 
（定義）  

第２条 （略） 
２・３ （略） 
４ この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。  
一・二 （略） 
三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定
するもの 
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上
において特に重要な統計 

５ （略） 
６ この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。 
７～12 （略） 

（報告義務）  
第13条 行政機関の長は、第９条第１項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のた
めに必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。  

２ 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては
ならない。  

３ （略） 
 
（協力の要請） 

第29条 （略） 
２ 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するた
め必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求
めることができる。 

３ （略） 
 
第30条 行政機関の長は、前条第１項及び第２項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他
基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等
その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体（次項において「被要請者」という。）に対し、
必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。 

２ （略） 
 
（調査票情報等の適正な管理）  

第39条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で
定めるものを講じなければならない。 
一 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、（略） 
二～五 （略） 

２ （略） 
 
（守秘義務）  

第41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を
漏らしてはならない。  
一 第39条第１項第１号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報
を取り扱う業務  

二～四 （略） 
五 地方公共団体が第16条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合におい
て、基幹統計調査に係る調査票情報（中略）の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であっ
た者 当該情報を取り扱う業務 

六 （略） 

参考２ 



 

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。  
一 （略） 
二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 
三 （略） 

２ （略） 
 
第59条 第41条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図
る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。  

２ （略） 
 
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。  
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団
体（法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者） 

二・三 （略） 
 


